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府省庁

040020
給油取扱所へのDMEスタンド併
設基準の創設

・危険物の規制に関する
政令第17条第3項第４
号、第23条
・危険物の規制に関する
規則（省令）第27条の２、
第27条の3、第27条の4

給油取扱所にDMEスタンドを併設
することを想定した技術基準は策
定されていません。

　消防法「危険物の規制に関する規則」（省令）
の中に給油取扱所へのDMEスタンド併設基準を
創設する。

これにより、ガソリン／軽油スタンド（給油取扱
所）へのDMEスタンドの併設が可能となるので、
DMEスタンド網の構築、及び次世代クリーン
ディーゼルDME自動車の普及が可能となる。

　この措置により、既に認可されている規制の特
例措置1108「保安統括者等の選任を要しない水
素ガススタンド等設置事業」の実施・活用が可能
となる。

○必要性根拠
　DME自動車の導入・普及に必要となるDMEスタンド網の構築において、DME自動車導
入当初においては自動車台数が限定的であり、DME単独のスタンドは経営的に成り立
たないため設置は困難である。従って既設の給油取扱所（ガソリン／軽油スタンド、ト
ラックステーション等）への併設が必要となる。しかし、現行の消防法令において、給油
取扱所へのDMEスタンドの併設は認められていない。そこで、一般高圧ガス保安規則に
おいて、保安距離等の規定を緩和するDMEスタンド技術基準を創設し（別途経済産業省
に提案中）、危険物の規制に関する規則において、当該DMEスタンドを給油取扱所に併
設可能とする基準の創設が必要である。
なお、DMEと同様に高圧ガスである圧縮天然ガス及び液化石油ガススタンドの給油取
扱所への併設は次の法令の基、既に認められている。（危険物の規制に関する政令第
17条第3項、同条同項第４号、危険物の規制に関する規則（省令）第27条の２第１項、第
27条の3及び第27条の４）
したがって、DMEスタンド併設については、省令第27条の２第１項に「液化ジメチルエー
テル（DME）」を加えて頂くと共に、省令第27条の3及び第27条の4にDMEスタンド併設に
関する技術基準を加えていただきたい。

○左記既認可の規制の措置による事業は、本件措置が行われなければ活用が難しい。

Ｄ －

 DME自動車の製造及びDMEスタンドの設置事例はほ
とんどなく、また、 DME自動車の製造及びDMEスタンド
の技術基準も確立されていないと承知している。今後、
関係省庁においてDME自動車及び DMEスタンドの製
造及び設置に係る検討が行われるものと考えるが、こ
のような状況を踏まえると、 DMEスタンド併設給油取
扱所については、危険物の規制に関する政令（以下
「政令」という。）第23条において、市町村長等が危険
物の取扱いの方法等から判断して、政令の規定によら
なくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少な
く、火災等の災害による被害を最小限度に止めること
ができると認めるときにおいては、設置ができるとされ
ていることから、当該制度を用いて DMEスタンド併設
給油取扱所の設置を認めていくことが適当と考える。
 ただし、DMEスタンド併設給油取扱所を設置する場合
は、給油取扱所及び DMEスタンドが双方に与える危険
要因を抽出し、それに対する安全対策を検討した上
で、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、火
災等の災害による被害を最小限度に止めることができ
ると市町村長等が認める場合は、前述のとおり政令第
23条を活用し設置を可能とすることができるので、危険
要因の抽出及び安全対策について十分な検討を行っ
ていただきたい。
 この場合において、給油取扱所及び DMEスタンドが
双方に与える危険要因の抽出及び安全対策の検討が
不十分な場合、重大な事故を招くおそれがあることか
ら、検討に際しては消防庁にも積極的に相談いただき
たい。

新燃料ＤＭＥ・
自動車普及モ
デル事業
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一般社団法人日本Ｄ
ＭＥ協会、

新潟県

新潟県 総務省

040010
自動火災報知設備設置要件の
緩和

消防法第17条第１項、消
防法施行令第６条、同令
別表第１第17項、同令第
21条第１項
消防法第９条の２、消防
法施行令第５条の６
消防法施行令第32条

（消防用設備等の設置・維持と特殊
消防設備等の適用除外）
消防法第十七条第一項
　学校、病院、工場、事業場、興行
場、百貨店、旅館、飲食店、地下
街、複合用途防火対象物その他の
防火対象物で政令で定めるものの
関係者は、政令で定める消防の用
に供する設備、消防用水及び消火
活動上必要な施設（以下「消防用
設備等」という。）について消火、避
難その他の消防の活動のために必
要とされる性能を有するように、政
令で定める技術上の基準に従つ
て、設置し、及び維持しなければな
らない。

（防火対象物の指定）
消防法施行令第六条
　法第十七条第一項の政令で定め
る防火対象物は、別表第一に掲げ
る防火対象物とする。

消防法施行令別表第一第十七項
　文化財保護法（昭和二十五年法
律第二百十四号）の規定によつて
重要文化財、重要有形民俗文化
財、史跡若しくは重要な文化財とし
て指定され、又は旧重要美術品等
の保存に関する法律（昭和八年法
律第四十三号）の規定によつて重
要美術品として認定された建造物

（自動火災報知設備に関する基準）
消防法施行令第二十一条第一項
　自動火災報知設備は、次に掲げ
る防火対象物又はその部分に設置
するものとする。
　一　別表第一（２）項ニ、（６）項
ロ、（１３）項ロ及び（１７）項に掲げ
る防火対象物
　二～十五　（略）

　現行法で文化財建造物に課せられている自動
火災報知設備設置について、一定の要件を満た
している場合には、住宅用火災報知機等の簡易
なもので代用可能とする。

文化財建造物に課せられている自動火災報知設備（以下「自火報」という。）設置の義
務を緩和することにより、所有者負担の軽減を図る。　具体的には、小規模な住宅（延床
面積130㎡以下）の用途で使用されている市指定文化財建造物において、文化財指定
前と同様に住宅用火災報知機を全室に設置、消火器の適正な配置、文化財担当職員
による文化財パトロール（年2回）の実施により、機器等の維持管理確認および防火指
導に併せ啓発の実施を行う。このことにより、従来の自火報設置による維持管理や消防
署への定期報告について、建造物所有者の経済的な負担や維持管理の軽減を図る。

提案理由：民家を文化財指定すると、消防法第17条および同法施行令別表第1第17項
で文化財建造物は、建造物の用途および面積の大小に係わらず防火対象物として位置
付けされ、同法施行令第21条の自火報の設置を義務付けられる。このため、小規模な
住宅の用途で使用されている建造物であっても文化財指定後には当該法令が適用され
るため、この義務が文化財所有者の負担となっている。また、文化財所有者の高齢化に
より、自火報の設置やその後の維持管理を実施することが困難となっている。よって、文
化財指定後も引き続き住宅の用途で使用される場合、一定の条件の下で自火報設置
の義務を緩和し、所有者負担の軽減を図る。
代替措置：市指定文化財で小規模な住宅の用途に限定され、かつ通常使用しない部屋
も限られることから、自火報でなくても簡易な方法を講ずることは可能である。たとえば、
住宅用火災報知機を全室に設置の適正配置を講ずることにより、自火報と同等に火災
発生時の早期発見が図れると考える。

滋賀県 総務省Ｄ -

重要文化財等に指定された建造物等は、かけがえの
ない文化的所産であって、火災によってこれを失うこと
を防止すべき社会的要請が極めて高いものであること
から、消防法施行令第21条第１項第１号の規定によ
り、自動火災報知設備の設置の義務が課せられてい
る。
今回の彦根市の提案は、市指定文化財の民家に対
し、自動火災報知設備の設置を一定要件（住宅用防災
機器の使用や文化財のパトロールなど）のもと免除す
るものであるが、その判断については、対象となる文
化財の歴史的価値や建物構造等を十分に把握し、か
つ火災予防上の危険や火災発生後の消防活動等の
知見を有した者が行うことが適当であり、特区制度に
よって一定の免除要件を示し一律に規制することは馴
染まない。
従って、本提案については、消防法施行令第32条（以
下「令32条」という。）の規定に基づき、消防長又は消
防署長が対象となる文化財の位置、構造又は設備の
状況等を考慮して、火災の発生又は延焼のおそれが
著しく少なく、かつ、火災による被害を最小限度に止め
ることができると判断した場合において、自動火災報
知設備の設置基準の適用除外を認めるべきか検討す
べきである。
なお、平成26年4月1日に、文化財を含む古民家等の
歴史的建築物を有効活用する観点から、消防長又は
消防署長が令32条に定める消防用設備等の基準の適
用除外に該当するかどうかの判断が円滑に行えるよう
に、関係機関に対し通知を発出しているところである。
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府省庁

040030
地方自治法施行令で定める一
般競争入札に際しての要件の追
加

地方自治法施行令第167
条の5の2

一般競争入札を行う場合に契約の
性質又は目的によって当該契約を
適正かつ合理的に行うため特に必
要があると認められるときは、地方
公共団体の長は、更に入札参加に
関する必要な資格を定めることが
できる。

　地方公共団体が一般競争入札により契約を締
結しようとする場合に、県民の安全・安心な暮ら
しを支える事業者の育成や技術の継承に資する
こと等に関する要件の追加を可能とする。

【現状】
　地方自治法施行令においては、地方公共団体が一般競争入札により契約を締結しよ
うとする場合に設定することができる要件を、基本的に以下の３点に限定している。
　①当該入札に参加する者の事業所の所在地
　②その者の当該契約に係る工事等についての経験
　③技術的適正の有無等に関する必要な資格

【実施内容】
　地方公共団体が行う一般競争入札に際し、現行の施行令で定める要件に加え、県民
の安全・安心な暮らしを支える事業者の育成や技術の継承に資すること等に関する要
件を設定できるよう求める。

【提案理由】
　本県では、「長野県の契約に関する条例」が平成26年4月1日から施行された。この条
例の基本理念に基づき、今後、契約に関する具体の施策を検討し、多様化する社会的
要請に基づく、一定の行政目的の実現を目指していくため。

【代替措置】
　入札に際しての競争性を確保する必要があることから、新たに要件を設定する場合に
は、その要件に合致する者の総数等を把握する必要がある。

Ｄ -

　一般競争入札は、公正性、機会均等性の理念に最も
適合し、かつ経済性を確保しうるという観点から、地方
公共団体が締結する契約方式の原則となっている。
　しかしながら、この方式により地方公共団体が被る弊
害（不信用・不誠実な者が入札に参加して公正な競争
の執行を妨げる恐れや、確実に契約を履行する者であ
るかどうかを把握できないことで、かえって地方公共団
体が損害を被るおそれがあること）を極力除去するた
め、一般競争入札への参加資格を定めている（地自治
法施行令第167条の４から第167条の５の２）。
　地方自治法施行令（以下「自治令」という。）第167条
の５の２においては、「入札に参加する者の事業所の
所在地又はその者の当該契約に係る工事等について
の経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な
資格を定め」ることができるものであり、地方自治体か
らの要望を踏まえて、昭和57年の自治令改正により規
定されたものである。当該規定中「入札に参加する・・・
適正の有無」は事項の例示であり、具体的な資格の決
定は入札を執行する地方公共団体が契約に即して定
めることとしている。
　ご提案の「県民の安全・安心な暮らしを支える事業者
の育成や技術の継承に資すること」の内容が必ずしも
明確ではないが、一般競争入札の参加資格は、調達
の目的を達するのに必要であり、一般競争入札の理
念である公正性、機会均等性及び経済性を阻害しない
限りにおいて、現行の制度により各地方公共団体の判
断により定めることができるものである。
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長野県 長野県 総務省

040040
地域防災力向上のためのアマ
チュア無線局による災害時通信
の弾力化

電波法第52条、
電波法施行規則第37条

　アマチュア局とは、金銭上の利益
のためでなく、専ら個人的な無線技
術の興味によつて自己訓練、通信
及び技術的研究の業務を行う無線
局をいう。
　無線局は、免許状に記載された
目的等の範囲を超えて運用するこ
とが禁止されている。ただし、非常
通信（地震、台風、洪水、津波、雪
害、火災、暴動その他非常の事態
が発生し、又は発生するおそれが
ある場合において、有線通信を利
用することができないか又はこれを
利用することが著しく困難であると
きに人命の救助、災害の救援、交
通通信の確保又は秩序の維持の
ために行われる無線通信をいう。）
や、人命の救助に関し急を要する
通信等については、この適用が除
外されている。

　地域防災力向上のため、アマチュア無線局の
うち、災害対策基本法で定める市町村地域防災
計画、市町村相互間地域防災計画又は地区防
災計画の定めるところにより市町村災害対策本
部長から委嘱を受けて防災活動（防災活動のた
めの訓練を含む。）を行うものは、非常通信等と
は別に，有線通信など他の電気通信系統による
通信が可能な場合であっても，当該防災活動に
必要な限度で通信を行うことができるものとす
る。

　大規模災害発生に備え、市町村災害対策本部における情報連絡手段の多重化策とし
て、アマチュア無線の活用を検討しております。現行規制では，アマチュア無線局が防
災活動として行うことができる通信は、「非常通信」及び「人命の救助・・・に関し急を要す
る通信」に限られています。さらに，「有線通信を利用することができないか又はこれを
利用することが著しく困難であるとき」や「他の電気通信系統によつては、当該通信の目
的を達することが困難である場合」という前提条件が付されています。こうした現行規制
のもと、東日本大震災におけるアマチュア無線の活用例として、避難所からの物資調達
等の最新の情報、市内巡回による被災状況等、リアルタイムな情報の提供により、救護
や救助活動が混乱なく円滑に行われたとの報告があります。アマチュア無線局は、高度
で複雑なシステムを用いず、汎用性や拡張性を有しておりますので、有線通信を含む他
のＩＣＴと相まって活用することが期待されます。さらに，国際電気通信連合憲章に規定
する無線通信規則（千九百七十九年ジュネーブ）においても「主管庁は、災害救助時に
アマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を取るこ
とが奨励される。」（同規則）とされているところです。そこで、地域防災力の向上を図る
ため、現行規制を緩和し，市町村地域防災計画等においてアマチュア無線局等を活用
した防災活動を定める場合に、市町村災害対策本部長の委嘱を受けたアマチュア無線
局が，当該防災活動（防災活動の訓練を含む。）に必要な通信を，非常通信等によらず
とも行えることを明確にしてください。

Ｃ -

　災害発生時に、アマチュア無線や漁業無線、タクシー
無線等が役だった事例は承知しています。アマチュア
局は、アマチュア業務（金銭上の利益のためでなく、も
つぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓
練、通信及び技術的研究の業務をいう。）を行うことを
目的としています。市町村の防災活動（防災活動のた
めの訓練を含む。）については、有線通信や防災行政
無線、消防無線等防災活動を目的とする無線局により
行うことを基本としていますが、アマチュア局において
も非常通信等により運用することは可能です。市町村
の防災活動においては、アマチュア局も漁業無線、タ
クシー無線等の無線局と同様に非常通信等として運用
していただきたいと考えています。
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040050
海外で技適相当の承認を受けた
ウェアラブル機器の自由な使用

電波法第４条第３号

ご要望にあるウェアラブル機器
（2.4GHz帯のWi-Fi及びBluetooth機
器）を国内で使用する際に適用さ
れる制度としては、
①電波法の技術基準適合証明を
取得した場合の免許不要局として
の使用
②技術基準適合証明を取得しない
場合の実験試験局免許を取得して
の使用
の二つの方法があります。
しかしながら、海外の技術基準で
認証を受けた機器については、電
波法の技術基準への適合性を確
認することなく使用することはでき
ません。

　スマートグラスなどのウェアラブル機器（2.4Ghz
帯のwi-fiおよびbluetooth機器に限定する）が、
海外で日本の技術基準適合証明相当の承認
（例えば米国のFCCの承認等）を得ている場合、
県内の一定地域（鯖江市小黒町の西山公園）内
において、機器を使った研究・開発に対し、電波
法における技術基準適合証明を免除して頂きた
い。

　鯖江市西山公園を、ウェアラブル機器を活用した研究・開発のための実証実験の場と
することで、国内のウェアラブル機器の開発やソフト開発をより活性化させる。
　具体的には、海外で日本の技術基準適合証明（以下、適合証明）相当の承認（例えば
米国のFCCの承認等）を得たウェアラブル機器（2.4Ghz帯のwi-fiおよびbluetooth機器に
限定する）について、公園内で、適合証明を受けずに自由に使うことが出来るものとす
る。

提案理由：
　google glassなどに代表されるウェアラブル（身に着けることのできる）機器を国内で使
用する場合、海外で日本の適合証明相当の承認があった場合でも、電波法による適合
証明が必要である。開発者が、実証実験のためにそのような機器を使用する場合も技
適が必要となり、国内で使用可能になるまでには時間や費用がかかるため、機器や機
器用ソフトのスピーディーな開発のネックとなっている。
　一方、福井県鯖江市は、全国の眼鏡の95パ-セントを生産する産地あり、近年では、
全国に先駆けて行政情報の公開（オープンデータ）を進めるなど、ITのまちづくりを目指
している。また、鯖江市小黒町の西山公園は、鯖江市のほぼ中央に位置し、面積約
56haの自然豊かな公園である。
　福井県は、平成26年度より、「ふくいe-オフィスプロジェクト」として、県外のIT企業を誘
致し、地場産業との連携を図っていく。本提案により、西山公園をウェアラブル機器の実
証実験の場とすることで、開発者による機器や機器用ソフトのスピーディーな開発を促
し、地場産業との連携による新しい産業振興を図っていきたい。

Ｃ -

・ご要望の内容を認めることは、以下の理由により困
難です。
（理由）
　周波数の使用状況は各国毎に異なっているため、各
国の技術基準はそれぞれ異なっています。このため、
外国の技術基準に基づいた認証を受けた無線設備で
あっても、日本の技術基準に適合していることを確認
する必要があります。この確認がなされないまま使用
された場合には、我が国の無線設備に混信を発生さ
せるおそれがありますので、外国の技術基準に基づい
た認証を受けたものであっても一方的に受け入れるこ
とはできません。

・なお、ご提案のようなウェアラブル機器を活用した研
究・開発の実施については、実験試験局の免許を取得
することにより、技術基準適合証明を取得することなく
実験（研究・開発）を行うことが可能です。
（理由）
　技術基準適合証明を取得していない無線機器につい
て、他の無線システムに対する混信等の影響が発生し
ないことを確認する必要があるため。
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